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経済活動のグローバル展開が活発化している今日、アジア地域においては、製造拠点、物

流拠点等、各地域の分業体制が今以上進むと思われ、日本と台湾の関係では、日本から台

湾へ技術・資金を投入し、台湾で物を製造し、他のアジア地域に輸出を行うケースが増加

すると予想される。２００６年の統計数字によると、①日本の対台湾投資額は 15.9 億米ド

ルで２００５年の倍の金額であり、②貿易金額では、台湾の輸入相手先として日本は 462.9

億米ドルで外国第１位であり、輸出入総額では第２位となっております。

　現在、台北市日本工商会には 420 社の企業が加盟し、これらの経済活動を支えておりま

す。投資やビジネス活動にとって、適正な法律の下に自由な経済活動が保障されることが

重要な要素の一つであり、台湾を基地とした日系企業のグローバルビジネスが今後も拡大

し、ひいては台湾経済に貢献することを願い以下要望する次第です。

１．ガイドラインの作成

　　今回の公平交易法修正草案全体に言えることであるが、法律の解釈や理解に差異が生

じないようガイドラインを作成し運用して頂きたい。日本のガイドライン（「流通･取引

慣行に関する独占禁止法上の指針」）のコピーを添付するので、これを参考にして頂き、

出来るだけ早い機会にガイドラインの作成をお願いすると同時に、ガイドラインを作成

される時には、是非事前に相談させて頂けるようお願いしたい。

２．公平交易法修正草案の各条文に対する要望

　１）第 5 条「関連市場」

　　　4 月 29 日の意見交換会の席上、下記要望を提示している。

　　　今回「関連市場」と言う概念が以前までの「特定市場」においてどの程度独占的な

地位を占めているか（関連市場における市場占有率）が、独占事業者の認定基準と

なった。独占業者の認定において「独占市場」と言う概念を用いることは、世界的

にみて一般的で、例えば米国独禁法でも「Relevant Market」という概念がある。

これは競争事業者間の結合規則（いわゆる水平的結合規制）の文脈で議論される問

題で、水平合併規則は、「関連市場を確定し」、当該会社の市場占有率を算定し、そ

の市場支配力の度合いを判定するところから始まる。そこで、「関連市場」を如何

に確定するかと言うことである。今回の改正法案では、関連市場とは「事業者が一

定の商品又は役務に関して競争を行う区域又は範囲」とだけしか定義されておらず、

別途この関連市場を確定する為のガイドラインが必要と思われる。例えば、米国連

邦取引委員会が制定した「1992 年水平合併ガイドライン」では、関連市場の確定

手法として、仮想の価格引き上げに伴う需要者がどの程度代替品に切り替えるかに

よって「製品市場（Product Market）」を画定し、消費者がどの程度他地域で生産

される関連製品に切り替えるかによって「地理的市場（Geographic Market）」を

画定する手法をとり、詳細をガイドラインで定めている。もう少し平易に言うと（極

端な例だが）牛肉を販売する企業 A が、牛肉の値段を引き上げた際に、消費者が
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それに対応して、鶏肉や豚肉に消費を切り替える弾力性が高ければ、製品市場は牛

肉のみならず鶏肉や豚肉を含めた市場として画定する事になり、消費代替の弾力性

が低くければ、当該企業 A の独占度合いを測る製品市場は牛肉市場を対象とする

事になる。また、地理的市場については、台北県（含む台北直轄市）の生産業者が

値段を引き上げた場合に、消費者が桃園県、新竹県や宜蘭県の生産業者が生産する

商品にシフトする弾力性が高ければ、これら全ての県を地理的市場と考える必要が

あり、またその弾力性が低ければ台北県のみが地理的市場といえる。このように、

関連市場の画定次第により独占度合いの判定が大幅に変わるので、この点につきあ

る程度客観的な指針が必要と思慮する。

　　　当方要望に対し、貴委員会より、以下回答を頂いている。

今回の改正で言う「関連市場」の概念は、米国の概念を採用している。どこまでを

「関連市場」に含めるかの判断基準は、「消費者にとって、その製品がどの範囲ま

で代替可能かの弾力性」に基づく。例えば、その地域の消費者にとって、羊の粉ミ

ルクが牛の粉ミルクで代替できるなら、関連市場は羊の粉ミルクと牛の粉ミルクも

含めた市場が関連市場となる。同様、地理的に、A 市場で値上げがあった場合、A

市場の消費者が隣の値上げの無い B 市場で購入できる代替性がれば、関連市場は A

市場と B 市場となる。他にも、運送手段、地域特性も考慮の対象になる。

当要望書にて、客観的な指針を入れて頂けるよう改めて要望したい。

　２）第 11 条

　　　4 月 29 日の意見交換会で以下要望を提示している。

　　　甲案（市場占有率）より、乙案（前会計年度売上高）の方が事業結合申告の明確性

に相当するのかどうかの認定に役立つ。結合申告前のコンサルテイングプロセス追

加を建議する。当該事業者が申告する前にその案件に対し、申告する必要があるか

につき、事前に主管機関の意見を求める行為を許す。しかも主管機関が一定期間内

に書面の確認を発行する事を要求する。

　　　当方要望に対し、貴委員会より以下回答を頂いている。

　　　乙案採用の提案は受け入れ可能。事前に主管機関に意見を求める事ができるとする

「コンサルテイングプロセス」の追加提案は、既にそのようにしている。

　３）第 14 条 2 項「カルテル行為」

　　　4 月 29 日の意見交換会で以下要望を提示している。

　　　カルテル行為については、従来から公平交易法上カルテル行為は明確に禁止されて

いる。だだし、カルテル行為が禁止されるのは、「事業者が同一の販売段階にある

水平カルテルにより、生産、商品取引又は役務提供の市場における競争に影響を及

ぼす場合に限られる」となっており、どのようなケースが「市場における競争の影

響を及ぼす場合」なのか、ガイドラインが必要と考える。日本の独禁法でも、カル

テルについては、「事業者が、契約、協定その他何らかの名義を持っているかを問
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わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、もしくは引き上げ、又は数量、

技術、製品、設備もしくは取引相手を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又

は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質

的に制限することを言う」と規定され、何をもって「競争を実質的に制限するか」

については、法律自体に明記されていないが、別途「流通･取引慣行に関する独占

禁止法上の指針」（資料添付）に細かなガイドラインが記載されている。因みに、

米国では、カルテル行為自体が、競争を実質的に制限するか否かに拘わらず、「当

然違法」となる。日本では、「カルテルにより競争に影響を与える場合」である。

台湾はどちらであるか？

　　　当方要望に対し、貴委員会より、以下回答を頂いている。

　　　カルテル行為が有ったかどうかは、（１）市場に影響をあたえるかどうか（２）事

業者の市場におけるシェアーはいくらか、（３）実質的に競争を制限しているかど

うか等ではんだんする。ドイツの例では、市場シェアー５％を超えているかどうか

を一つの判断基準とし、５％以下ではカルテルの認定はしない。ガイドラインにつ

いては、日本のケースも考慮に入れて検討している。米国のようにカルテル行為そ

のものを「当然違法」とするか、日本のように「カルテルにより影響を与えた場合」

とするかとの質問については、台湾では「市場の機能に影響を与える場合」をカル

テルとする。

　　　当要望書に添付する形で「流通･取引慣行に関する独占禁止法上の指針」を提供す

るので、是非、参考にして頂きたい。

　４）第 15 条「カルテル行為の禁止と例外」

　　　4 月 29 日の意見交換会で以下要望を提示している。

　　　同じ目的を達成するのは、多様な方法があり、その中に、高コスト或いは時間が掛

かりすぎる等実行上困難な場合もある。その為、第１項第８款は下記のように修正

することを建議する。「事業は同じ目的を達成する為に、事業競争損害を小さくす

る方法がないことに限られる」

　　　当方要望に対し、貴委員会より、以下回答を頂いている。

　　　日本側提案については参考資料を提供して頂ければ、参考にしたい。

　　　当要望書で、貴委員会の資料提供要望に対し、以下回答及び要望をさせて頂きたい。

　　「事業は同じ目的を達成する為に、事業競争損害を小さくする方法がないことに限

られる」の当方提案について、特に資料はないが、比例原則（Web 参照＊１）に基

づき提案したもので、比例原則は通常法務人員は熟知しているはず。公平交易委員

会は、法律改正時には是非留意願いたい原則である。公平交易委員会で更に必要な

資料があれば、具体的に指示願いたい。

　　　　　　http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%94%E4%BE%8B%E5%8E%9F%E5

%89%87#.E4.B8.AD.E8.8F.AF.E6.B0.91.E5.9C.8B
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　　５）第 19 条「転売価格約定行為の禁止」

　　　4 月 29 日の意見交換会で以下要望を提示している。

　　　これは日本法で言うところの再販売価格の禁止、米国独禁法上の Resale Price

  　　Maintenance の禁止であり、一般的な規定と思う。米国に於いても、当然違法とな

る旨が定められている。なお、改正条文の説明欄に、「この約定無効の規定は、民

事契約の効力規定に属するもので、“当然違法”の原則を表明したものである」と

記載されているが、本来「当然違法（Per se Illegal）」の法理は、「当該行為が市場

に影響を与えるか否かに拘わらず、当該行為を行うこと自体が違法である（したが

って処罰の対象になる）」との意味であり、当該約定が民事上無効となるかどうか

というのは別の議論であり、この点、もしかしたら若干の理論的混乱があるかもし

れない。

　　　転売価格約定行為で、しばしば問題になるのは、商社がメーカーとユーザーとの間

の物流に介入し、予め決められた一定の口銭を取得するような場合、形式的には転

売価格を約定しているような外見となり独禁法上違法と見なされる恐れがある。こ

のような商慣習は日本固有のものなのか、米国や EU でもしばしば問題となってい

る。日本の場合、上記「流通･取引慣行に関する独禁法上の指針」（資料添付）にお

いて、「メーカーと小売業者（又はユーザー）との間で直接価格について交渉し、

納入価格が決定される取引に於いて、卸業者に対し、その価格で当該小売業者（又

はユーザー）に納入するように指示する場合で、当該卸業者が物流及び代金回収の

責任を負い、その履行に対する手数料分を受け取る事になっている場合等、実質的

にメーカーが販売していると認められる場合」には、再販売価格維持行為に該当し

ないと明記されている。台湾公平交易法に於いても、このような口銭商内は、転売

価格約定行為ではないと言うことを明確化する必要があると考える。例えば、A メ

ーカーが C 小売業（又はユーザー）に商品を販売し、B 商社がデリバリーと回収を

行い、口銭を得る場合で、所有権は B 商社に移るが、契約上はデリバリーと回収行

為だけを行う。A と C は契約を結ぶ場合もあるし、口頭だけの場合もある。日本で

は、A と C が販売契約を締結していて、B が輸送と回収を委託される場合は、転売

価格約定行為にはならない。いずれにしても、（１）ガイドラインをキチンとして

欲しい。また（２）ガイドラインを出す前に事前に相談させて頂きたい。

　　　上記要望に関して、かなりの時間を使って意見交換したが、日本の商社の商慣習を

十分理解得られたとは言えない。貴方からは、ガイドラインを作る時には事前に相

　　　談したとの回答を得ている。当要望書に日本のガイドラインである「流通･取引慣

行に関する独占禁止法上の指針」を添付するので、是非検討願いたい。

　　　特に、「流通･取引慣行に関する独占禁止法上の指針」第１“再販売価格維持行為”

（６）に以下のようなガイドラインが設けられているので、参考として頂きたい。

　　　即ち：
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　　　なお、次のような場合であって、メーカーの直接の取引先が単なる取次として機能

しており、実質的にみてメーカーが販売していると認められる場合は、メーカーが

当該取引先に対して価格を指示しても、通常、違法とはならない。

　　　（１）委託販売の場合であって、受託者は、受託商品の保管、代金回収等について

善良な管理者としての注意義務の範囲を超えて商品が減失･毀損した場合や商品が

売れ残った場合の危険負担を負うことはないなど、当該取引が委託者の危険負担と

計算において行われている場合。

　　　（２）メーカーと小売業者（又はユーザー）との間で直接価格について交渉し、納

入価格が決定される取引において、卸売業者に対し、その価格で当該小売業者（又

はユーザー）に納入するよう指示する場合であって、当該卸売業者が物流及び代金

回収の責任を負い、その履行に対する手数料分を受け取ることになっている場合な

ど、実質的に見てメーカーが販売している場合。

　６）第 19 条乙案

　　　4 月 29 日の意見交換会で以下要望を提示している。

　　　甲案（転売価格完全禁止制限）は、完全に弾性がないため、事業の経営行為は相当

制限される。そのため、乙案（競争者を制限しない前提で転売価格を制限できる）

の採用を建議する。

　　　4 月 29 日の意見交換会の席上、貴委員会から回答を得ていないが、当要望書で改め

て乙案採用して頂けるよう要望したい。

　７）第 20 条の削減

　　　4 月 29 日の意見交換会で以下要望を提示している。

　　　現行公平交易法では、第 20 条で登録商標も未登録商標も保護されている。現行商

標法では、登録済み商標は保護されているが、未登録商標は保護されていない。改

正商標法試案でも未登録商標を保護する条項は無い。改正商標法で未登録商標の保

護が抜け落ちないよう知財局と良く連携を取って頂きたい。また、改正商標法の成

立時期と改正公平交易法の成立時期にギャップが生じると、商標保護に空白が生じ

てしまう。そうならぬよう知財局と良く連携を取って頂きたい。

　　　当方要望に対し、貴委員会より、以下回答を頂いている。

　　　この件については意見が割れている。商標法第 62 条では未登録商標の保護が規定

されていない。知財局と緊密に連絡を取り、未登録商標の保護に関する条文を入れ

るようアドバイスする。当要望書で、4 月 29 日に提示した当方要望が実現されるよ

う努力願いたい。

　８）公平交易法修正草案第２０条の５項で「取引相手の事業活動に対する不公正な制限

を条件として、これと取引する行為」を禁止しているとありますが、具体的にどの

ような行為が禁止されるのか明確でありません。例えば、代理店契約で、①競合品

取扱禁止規定、②取引の制限（競合他社と取引する事の制限）、③最低取引数量の
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　　　約定等がこの具体的行為に含まれるのか、確認願えれば有り難い。日本では、「流

通･取引慣行に関する独占禁止法上の指針」第３部“総代理店に関する独占禁止法

上の指針“で詳細に記載されている。

　　　また、テリトリー制が、第２０条５項に該当するのかどうか？例えば、台湾国内に

おいて、Ａ社を台北県に於ける代理店に、Ｂ社を台南県、Ｃ社を台東県というよう

に垂直的テリトリー制を設ける事が違法かどうか確認願いたい。因みに、日本の「流

通･取引慣行に関する独占禁止法上の指針」第二「総代理店契約の中で規定される

主要な事項」第１項の第３款“販売地域に関する制限”では、テリトリー制自体を

違法としていない。

　９）第 21 条

　　　4 月 29 日の意見交換会で以下要望を提示している。

　　　現行第 21 条 1 項が削除され、商品表示法第 4 条及び第 6 条で代替するとある。

　　　この条文では、「企業経営者が商品を陳列して販売するときに商品本体、包装、説

明書の表示を行い、虚偽不実又は誤認をさせてはならない」とある。この場合、生

産、輸入、輸出は対象外となるのか。第６章第 36 条、37 条、38 条の罰則規定に、

第 21 条の違反行為が含まれていない。第 21 条の違反行為の罰則は、商品表示法が

適用されるのか。その場合、罰則が軽くなり再発が懸念される（特に刑事罰が無く

なる）公平交易法の改正に伴い、商品表示法も改正され整合性をとるような事は検

討されていないのか。

　　　当方要望に対し、貴委員会より、以下回答を頂いている。

　　　第 21 条については、商品表示法があるので経済部と検討して削除を決めた。「企業

経営者が商品を陳列して販売するとき･･･」の「販売」には、生産、輸出、輸入も

含まれる。罰則については、第六章の罰則規定に規定されている。

　　　当要望書にて、「販売」には、生産、輸出、輸入も含まれている事を確認させて頂

きたい。

１０）第 27 条

　　　4 月 29 日の意見交換会では提示していなが、新たに要望したい。

　　　カルテル行為の内部告発案件に対する情況証拠審査基準を採用する令状制度の下、

第 27 条による捜査権の発動を慎重にさせる措置をお願いしたい。

１１）第 42 条

4 月 29 日の意見交換会で質問したが、当要望書で改めて要望したい。

　　　内部告発制度について、同業競合他社にこの制度を悪用させない措置を検討願いた

い。同内部告制度に対し、誣告された（公正取引）業者の答弁権利（防禦権）の確

保の強化措置を検討願いたい。

以上


